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議案第８号

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　平成28年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

　鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例（平成25年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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（指定手続の申出）

第３条　略

２　略

３　知事は、第１項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、

その旨及び当該申出書の提出があった年月日を公告するととも

に、前項各号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から１

月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければな

らない。

（申出書の添付書類の備置き等）

第９条　略

２　控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの３月以内

に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々

事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備

え置かなければならない。

　（１）～（４）　略

３　控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき

は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その助成の実績を

（指定手続の申出）

第３条　略

２　略

３　知事は、第１項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、

その旨及び当該申出書の提出があった年月日を公表するととも

に、前項各号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から１

月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければな

らない。

（申出書の添付書類の備置き等）

第９条　略

２　控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの３月以内

に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、こ

れらを、その作成の日から起算して５年が経過した日を含む事

業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え

置かなければならない。

　（１）～（４）　略

３　控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき

は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その助成の実績を
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記載した書類を作成し、その作成の日から起算して３年が経過

する日の属する事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県

内の事務所に備え置かなければならない。

４・５　略

（役員報酬規程等の公開）

第11条　知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた

第３条第２項各号に掲げる書類又は第９条第２項第２号から第

４号までに掲げる書類若しくは同条第３項の書類（過去３年間

に提出を受けたものに限る。）について閲覧又は謄写の請求が

あったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、

又は謄写させなければならない。

記載した書類を作成し、その作成の日から起算して５年が経過

した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内

の事務所に備え置かなければならない。

４・５　略

（役員報酬規程等の公開）

第11条　知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた

第３条第２項各号に掲げる書類又は第９条第２項第２号から第

４号までに掲げる書類若しくは同条第３項の書類（過去５年間

に提出を受けたものに限る。）について閲覧又は謄写の請求が

あったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、

又は謄写させなければならない。

　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２　この条例の施行の日前に開始する事業年度又は支給する助成金に係る書類については、この条例による改正後の鳥取県控除対象特定非営

利活動法人の指定手続等に関する条例第９条第２項及び第３項並びに第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


